入　　札　　書

	入札金額


	
	十億
	
	
	百万
	
	
	千
	
	
	円

	工事（委託）番号

	　　　年度　　第　　　　号



	工事（委託）件名


	

	工事（委託）の場所


	

	入札保証金額


	　　　　　　　　　　　　円



	　上記の金額をもって請負いたしたいので、設計書、仕様書、契約書案及び東近江市財務規則（平成１７年東近江市規則第５３号）並びに指示事項を承知して入札いたします。

　平成　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　住　所

入札者　　　　

　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　契約担当者　東近江市長　西澤久夫　　様




委　　　　任　　　　状

契約担当者

東近江市長　　西澤　久夫　様

　　　　　平成　　　年度　第　　　　　号　

入札件名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、上記入札について、下記の者を代理人と定め次の事項を委任します。

記

1． 代理人氏名

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

2． 委 任 事 項

　　　１）入札又は見積りに関する一切の件

　　　　

平成　　　年　　　月　　　日

（委任者）所在地
　　　　　　　　　　　　　 

商号又は名称

　　　　　　   　　　　　  

代表者名　　             　　　　　　印

入　札　辞　退　届

　　　　　平成　　　年度　第　　　　　号　

入札件名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施行場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　私は、東近江市から指名を受けた上記入札について、次の理由により辞退いたします。

                                                                       のため

　　　　

平成　　　年　　　月　　　日

（指名を受けた者）

所在地
　　　　　　　　　　　　　 

商号又は名称

　　　　　　   　　　　　  

代表者名　　             　　　　　　印

契約担当者

東近江市長　　西　澤　　久　夫　様



入札に関する注意事項


工事用


入札参加者の心得


入札参加者名簿（受付）・・・入札参加者は会場入口または、控室に備え付けられた参加者名簿に記名押印のうえ参加すること。（代理人の場合は、代理人本人にかかる記名であること。）


委任状の提出・・・入札参加者の代理をなし入札を行う者は、委任状を携帯し、開始前に提出すること。


入札会場・・・会場内では、静粛に努め、みだりに席を離れないこと。


待機・・・入札開始予定時刻の１０分前には受付を済ませ、先の入札が執行中または予定時刻より遅延しているときなどは、待機し入札に備えること。





積算内訳書　　合計額は入札書記載金額と同額であること。


入札金額の基礎となる「積算内訳書」は必ず入札開始前に提出すること。


積算内訳書は返却しない。





入札方法


応札回数・・・予定価格を事前公表しているものは1回限り


予定価格の事後公表の場合は2回(特に認めた場合は1回に限り延長する) 


第１回目の入札において、予定価格に到達しなかった場合、直ちに再度の入札を行う。この場合、最低入札価格を発表する。


落札決定


入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。


落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者が、消費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。


落札となるべき入札者が２人以上ある場合の落札者の決定・・・落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。





失格　　次の事項のいずれかに該当する入札は失格とします。（再度入札に参加できない）


入札予定価格を超える価格の入札及び、最低制限価格未満の価格の入札。


積算内訳書を持参せず、提出できなかったとき。


入札執行者の指示に従わず入札室から退場を命じられたとき。





無効の入札　　次の事項のいずれかに該当する入札は無効とします。


入札に参加する資格を有しない者のした入札。


入札者またはその代理人が同一事項の入札に対して２以上の意思表示をした入札。


談合その他不正の行為があったと認められる入札。


入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札。


入札書記載の金額を加除訂正した入札。


誤字脱字等により、意思表示が不明瞭である入札。


その他入札に関する条件に違反した入札。





誓約書の取扱いについて


誓約書は、当年度最初の入札参加時に持参のうえ提出すること（１年度に１回のみの提出）。


入札の辞退について


指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。


入札執行日の前日までにあっては、入札辞退届を契約担当者に直接提出して行う。（郵送にあっては、入札執行日の前日までに到達するものに限ることとし、あわせて電話連絡等により契約担当者に通知すること。）


入札執行日、執行中にあっては、入札辞退届またはその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。


入札辞退により、入札参加者が少人数となった場合は、入札執行を取りやめることがある。





※環境保護のため、入札時の封筒は不要とします。


総務部契約検査課





入札に関する注意事項


業務用


入札参加者の心得


入札参加者名簿（受付）・・・入札参加者は会場入口または、控室に備え付けられた参加者名簿に記名押印のうえ参加すること。（代理人の場合は、代理人本人にかかる記名であること。）


委任状の提出・・・入札参加者の代理をなし入札を行う者は、委任状を携帯し、開始前に提出すること。


入札会場・・・会場内では、静粛に努め、みだりに席を離れないこと。


待機・・・入札開始予定時刻の１０分前には受付を済ませ、先の入札が執行中または予定時刻より遅延しているときなどは、待機し入札に備えること。





見積内訳書　　入札金額の基礎となる「見積内訳書」は必ず持参すること。





入札方法


応札回数・・・３回まで


第１回目の入札において、予定価格に到達しなかった場合、直ちに再度の入札を行う。この場合、最低入札価格を発表するので、この価格未満で入札すること。再々度の入札をもって打ち切る。


落札決定


入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。


落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者が、消費税にかかる課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。


落札となるべき入札者が２人以上ある場合の落札者の決定・・・落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに、くじで落札者を定める。





失格　　次の事項のいずれかに該当する入札は失格とします。（再度入札に参加できない）


最低制限価格が設定された場合において、最低制限価格未満の価格の入札。


見積内訳書の提出を命じられ、これを持参せず提出できなかったとき。


入札執行者の指示に従わず入札室から退場を命じられたとき。





無効の入札　　次の事項のいずれかに該当する入札は無効とします。


入札に参加する資格を有しない者のした入札。


入札者またはその代理人が同一事項の入札に対して２以上の意思表示をした入札。


談合その他不正の行為があったと認められる入札。


入札書記載の金額、氏名、押印その他入札要件の記載が確認できない入札。


入札書記載の金額を加除訂正した入札。


誤字脱字等により、意思表示が不明瞭である入札。


その他入札に関する条件に違反した入札。





誓約書の取扱いについて


誓約書は、当年度最初の入札参加時に持参のうえ提出すること（１年度に１回のみの提出）。


入札の辞退について


指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。


入札執行日の前日までにあっては、入札辞退届を契約担当者に直接提出して行う。（郵送にあっては、入札執行日の前日までに到達するものに限ることとし、あわせて電話連絡等により契約担当者に通知すること。）


入札執行日、執行中にあっては、入札辞退届またはその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。


入札辞退により、入札参加者が少人数となった場合は、入札執行を取りやめることがある。





※環境保護のため、入札時の封筒は不要とします。


総務部契約検査課











